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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 9月 19日 (2006.9.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 両 が 、 シ ャ ー シ （ ５ ａ ， ５ ｂ ） と 車 軸 （ ３ ） と の 間 に 取 付 け ら れ る い わ ゆ る Ｖ ロ ッ ド
（ １ ） を 備 え 、 Ｖ 字 の 鋭 端 が 玉 継 手 （ ２ ） に よ り 車 両 の 車 軸 （ ３ ） に 接 続 さ れ 、 Ｖ ロ ッ ド
（ １ ） の 両 端 （ １ ａ ， １ ｂ ） が 車 両 の シ ャ ー シ （ ５ ａ ， ５ ｂ ） に 取 付 け ら れ 、 玉 継 手 （ ２
） を 構 成 す る 部 分 ボ ー ル 形 本 体 （ ８ ） が 、 車 軸 又 は Ｖ ロ ッ ド に 永 続 的 に 固 定 さ れ 、 ボ ー ル
形 本 体 （ ８ ） の 全 部 又 は 一 部 の 周 り を 囲 む よ う 配 し た 相 補 形 状 の カ ラ ー （ ９ ） に よ っ て 囲
ま れ 、 玉 継 手 （ ２ ） が キ ャ ッ プ 又 は ハ ウ ジ ン グ で 覆 わ れ る 、 車 両 の シ ャ ー シ （ ５ ａ ， ５ ｂ
） と 車 軸 （ ３ ） と の 相 対 位 置 を 検 知 す る シ ス テ ム に お い て 、 セ ン サ （ ６ ） と セ ン サ （ ６ ）
に よ り 検 知 さ れ る 識 別 域 （ ７ ） 各 々 が ボ ー ル （ ８ ） 上 に 、 又 は 、 玉 継 手 の ハ ウ ジ ン グ に 関
連 し て 取 付 け ら れ 、 識 別 域 （ ７ ） が 少 な く と も １ 方 向 で の 位 置 を 示 す 情 報 を 備 え て い る こ
と 、 及 び 、 セ ン サ （ ６ ） が 少 な く と も １ 方 向 で の 識 別 域 （ ７ ） の 位 置 を 示 す こ と を 特 徴 と
す る 、 車 両 の シ ャ ー シ （ ５ ａ ， ５ ｂ ） と 車 軸 （ ３ ） と の 相 対 位 置 を 検 知 す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 セ ン サ （ ６ ） に よ り 検 知 さ れ る 識 別 域 （ ７ ） が ２ 方 向 で の 位 置 を 示 す 情 報 を 備 え て い る
こ と 、 及 び 、 セ ン サ （ ６ ） が 該 ２ 方 向 で の 識 別 域 （ ７ ） の 位 置 を 示 す こ と を 特 徴 と す る 、
請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 セ ン サ （ ６ ） が 以 下 の 方 法 、 即 ち 、 機 械 的 識 別 、 光 に よ る 距 離 識 別 、 光 反 射 と し て の 表
面 状 態 に 基 づ く 距 離 識 別 、 磁 気 識 別 又 は 超 音 波 、 の い ず れ か で 識 別 域 （ ７ ） を 検 知 す る タ
イ プ の も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 識 別 域 （ ７ ） が 、 反 射 力 、 材 料 厚 、 表 面 状 態 又 は 機 械 的 プ ロ フ ィ ー ル 等 の 相 異 な る 特 徴
を 持 つ 個 々 に 異 な る 複 数 の 部 分 か ら な る 情 報 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 又
は ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】



　 セ ン サ に よ っ て 検 知 さ れ る 識 別 域 （ ７ ） が ２ 方 向 で の 位 置 を 示 す 情 報 を 備 え て お り 、 方
向 の １ つ （ ７ ｃ ） で の 情 報 が 漸 進 的 な 検 知 を 提 供 し 、 他 方 、 他 方 向 で の 情 報 が 端 点 （ ７ ａ
， ７ ｂ ） の 検 知 を 提 供 す る こ と 、 及 び 、 セ ン サ （ ６ ） が 前 記 ２ 方 向 の う ち の １ つ で の 識 別
域 の 位 置 を 漸 進 的 に 示 し 、 加 え て 、 セ ン サ （ ６ ） が 前 記 ２ 方 向 の う ち の 他 方 で の 端 点 （ ７
ａ ， ７ ｂ ） を 示 す こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 乃 至 ４ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 セ ン サ （ ６ ） に よ っ て 検 知 さ れ る 識 別 域 （ ７ ） が ２ 方 向 で の 位 置 を 示 す 情 報 を 備 え て お
り 、 両 方 向 で の 情 報 が 漸 進 的 な 検 知 を 提 供 す る こ と に よ り セ ン サ （ ６ ） が ２ 方 向 の う ち の
１ 方 又 は 両 方 で の 識 別 域 （ ７ ） の 位 置 を 漸 進 的 に 示 す こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 乃 至 ４

に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 識 別 域 （ ７ ） の 情 報 が 位 置 の 漸 進 的 検 出 の た め の 、 大 部 の 個 々 の 部 分 と 、 端 点 （ ７ ａ ，
７ ｂ ） で の 位 置 を 示 す た め の 、 小 部 の 個 々 の 部 分 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求
項 １ 乃 至 ６ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 セ ン サ が 機 械 的 接 続 部 を 介 し て 識 別 に 接 続 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ 乃 至 ４

に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 セ ン サ が ね じ り ポ テ ン シ ョ メ ー タ （ １ ２ ） で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の
シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 １ 又 は ２ 方 向 で の 検 知 位 置 を 表 す 信 号 が セ ン サ （ ６ ） か ら 処 理 ユ ニ ッ ト に 送 ら れ 、 そ れ
が 位 置 の 急 激 変 化 の 場 合 に 玉 軸 受 （ ２ ） に 遊 び を 持 た せ る た め の 警 告 信 号 を 起 動 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ９ の 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 傾 斜 を 表 す 方 向 で の 検 知 位 置 を 表 す 信 号 が セ ン サ か ら 処 理 ユ ニ ッ ト に 送 ら れ 、 中 立 原 点
に 対 す る 累 積 傾 斜 が 示 さ れ 、 処 理 ユ ニ ッ ト は 傾 斜 を 表 す 累 積 距 離 が 所 定 値 を 越 え た 場 合 に
、 危 険 な 傾 斜 の 警 告 信 号 を 起 動 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 １ ０ の 記 載
の シ ス テ ム 。
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